
国保（市国保、国保組合、市退職国保） 社保（被用者保険）

〇京都市国保（学歯対象のみ） ⇒国保連合会へ併用レセで請求 〇被用者保険（社保）の場合（学歯対象のみ）　

◎レセ電の場合・・・特記事項欄に「６４学歯」と入力
◎紙レセの場合・・・特記事項欄に「６４学歯」と記入（摘要欄は空欄）するか、 　◎レセ電の場合・・・公費負担者番号欄に「６４２６５００２」、
　　　　　　　　　　　　 または、摘要欄に「学」、「Ｇ」のいずれかを記入 　　　　　　　　　　　 　　受給者番号欄に子ども医療の受給者番号７桁を入力

　◎上記以外の場合・・・記入方法はレセ電と同様　※摘要欄への記入不要                     

○国保組合・京都市退職国保（学歯対象のみ）
　⇒国保連合会と京都市へ請求（それぞれ別に請求） 　◎記入方法は上記と同様

　※　子ども医療の受給資格がない場合は、受給者番号欄への記入不要
　※　子ども医療の受給資格がない場合は、窓口で市内在住の小学生であることを確認
　　　　いただき、摘要欄に「学」または「㊫」と記入

◎レセ電の場合・・・特記事項欄に「６４学歯」は記入しない。
◎紙レセの場合・・・摘要欄に記入しない。

学歯対象外と混在する請求の場合は、「子ども医療」への請求もお忘れなく

京都市学童う歯対策事業　請求方法一覧（令和８年度）

◇　「支払基金」へ併用レセで請求（学歯対象のみ）

◇　「京都市」へ紙レセで請求する場合
　子ども医療の受給資格がない場合、学歯対象外との混在請求の場合など

６４学歯

「学」、「Ｇ」のいずれかを記入

６４２６５００２ 子ども医療の受給者番号

子ども医療の受給資格がある場合・・・記入不要

子ども医療の受給資格がない場合・・・「学」、「㊫」と記入

※システム等により、「学」、「Ｇ」の

いずれかが入っても支障はありません。

子ども医療受給者証

※ レセプトの受付日等について

社会保険診療報酬支払基金京都支部での受付日、京都市子ども家庭支援課へ

の持参または郵送先については京都市情報館を御確認ください。

【学童う歯関連の連絡先】
 〒６０４－８５７１
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地
 京都市役所北庁舎５階

 京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
 子ども家庭支援課（学童う歯担当）
 TEL:075(222)3939



【学歯での診療を実施する前に】

　学歯での診療を実施する場合は、窓口で【子ども医療費受給者証】

（白色）を必ず確認後、診療を行ってください。

京都市学童う歯対策事業の取り扱いについて（令和８年度）

請求方法については裏面参照

【医療機関の学歯レセプトの提出方法】

【学歯と主な公費の優先順位】

　◎学歯と生活保護　　　        ⇒ 生活保護

　◎学歯と43障害者医療　　　　　⇒ 43障害者医療

　◎学歯と44ひとり親家庭等医療　⇒ 44ひとり親家庭等医療

　◎学歯と45子ども医療　　　　　⇒ 原則学歯

同一レセプト２枚作成 同一レセプト２枚作成 同一レセプト２枚作成

福祉医療費請求書作成

①国保連合会へ
（単独レセ）

①支払基金へ
（学歯併用レセ）

①子ども家庭支援課へ
（学歯レセ）

（京都市へ請求）
同一レセプト２枚作成

京都市国保一般分 国保組合，市退国 被用者保険
在学証明書扱い分

（生活保護世帯を除く）

②子ども家庭支援課へ
（学歯レセ）

①支払基金へ
（単独レセ）

・請求書は「給付率・区分／０割
分」欄に記載

②子ども家庭支援課へ
（学歯レセ）

学
歯
対
象
外
混
在
の
請
求

レセプト１枚作成

①国保連合会へ
（45公費併用レセ）

①国保連合会へ
（45公費併用レセ）

①支払基金へ
（単独レセ）

②国保連合会へ
（福祉医療費請求書）

①子ども家庭支援課へ
（学歯レセ。学歯対象外内容に二
重線を引き、対象点数のみ表記）

学
歯
対
象
分
の
み
請
求

レセプト１枚作成 同一レセプト２枚作成
（支払基金へ請求）
レセプト１枚作成

レセプト１枚作成

①国保連合会へ
（学歯併用レセ）

②子ども家庭支援課へ

（学歯レセ。学歯対象外内容に二
重線を引き、対象点数のみ表記）

②子ども家庭支援課へ
（学歯レセ。学歯対象外内容に二
重線を引き、対象点数のみ表記）

③子ども家庭支援課へ
（学歯レセ。学歯対象外内容に二
重線を引き、対象点数のみ表記）

・なお、分けられない診療報酬
は主たる治療分へ請求

・なお、分けられない診療報酬
は主たる治療分へ請求

・なお、分けられない診療報酬
は主たる治療分へ請求

令和８年度（R8.4.1～R9.3.31）
対象者 生　年　月　日

１年 平成31・4・2～令和2・4・1

２年 平成30・4・2～平成31・4・1

３年 平成29・4・2～平成30・4・1

４年 平成28・4・2～平成29・4・1

５年 平成27・4・2～平成28・4・1

６年 平成26・4・2～平成27・4・1


